
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
芝
生
店

小
松
島
市
芝
生
町
字
網
干
九
五
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
件

）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
松
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

店
舗
予
定
地
は
、
県
道
花
園
日
開
野
線
に
隣
接
し
て
お
り
、
緊
急
車
両
の
走
行
の
妨
げ
と
な
ら
な

い
よ
う
、
駐
車
場
の
必
要
台
数
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

廃
棄
物
の
保
管
、
運
搬
及
び
処
理
に
つ
い
て
、
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
に
努
め
、
適
正
に
処
理

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

用
水
路
に
廃
棄
物
等
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
保
管
や
運
搬
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
管
理
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

３

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

出
入
口
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
入
出
庫
時
に
お
け
る
歩
行
者
等
と
の
事
故
防
止
に
努
め
る
と
と

も
に
、
道
路
上
に
入
庫
車
両
が
滞
留
し
な
い
よ
う
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
道
路
管
理
者

と
十
分
協
議
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

「
小
松
島
市
緑
の
基
本
計
画
」
で
推
進
す
る
民
有
地
の
敷
地
内
緑
化
の
た
め
、
敷
地
面
積
の
三
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
を
緑
化
し
、
又
は
緑
地
と
し
て
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
小
松
島
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で


